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仕様書  

 

１ 件 名  香芝市スポーツ公園プールに係る什器購入  

２ 納入品目  別表のとおり  

  及び数量   

３ 物品規格  別表のとおり  

４ 納入期限  令和８年３月２３日  

５ 納入場所  奈良県香芝市今泉１１２０番３ほか  

         香芝市スポーツ公園プール内  

６ 搬入及び設置について  

 ⑴ 受注者は、搬入等の日時について、契約締結後に香芝市都市創造部土木建

設課の担当者（以下「市担当者」という。）、香芝市スポーツ公園プール（以

下「本施設」という。）の建築工事を受注した者の担当者（以下「建築工事

担当者」という。）及び本施設の工事監理業務を受注した者の担当者（以下

「工事監理担当者」という。）と打合せを行うこと。また、本施設の建築工

事期間中に搬入を行うため、工事に支障のないように搬入スケジュールを

計画し、建築工事担当者及び工事監理担当者と調整の上、市担当者に報告す

ること。  

 ⑵ 受注者は、前記３の物品の搬入及び設置に際しては、開梱、組立等を行い、

すぐに使用できる状態にすること。ただし、市担当者から別段の指示がある

場合は、この限りでない。  

 ⑶ 受注者は、搬入した物品の梱包材等の不用品を、当該物品の設置後速やか

に撤去すること。  

 ⑷ 受注者は、搬入及び設置に当たり支障が生じるおそれがある場合は、あら

かじめ設置場所を調査し、確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認めら

れる場合は、市担当者に報告の上、対応について協議すること。  

 ⑸ 受注者は、搬入及び設置の際に建物、設備及び納入する物品等に損傷を与

えるおそれがある場合は、適切な養生等を行うこと。  

 ⑹ 受注者は、搬入の際に建物、設備及び納入する物品等に損傷を与えた場合

は、速やかに市担当者に報告し、原状に復すること。その場合に費用等が発

生する場合は、受注者において負担すること。  

⑺ 受注者は、搬入の際に出荷証明書を提出すること。  

⑻ 新品、又は同等品であること。  

７ 既設品の引取りについて  

  受注者は、市担当者があらかじめ指定する既設品を引き取り、処分するこ

と。  

８ 物品の特記仕様について  

 ⑴ 共通事項  
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  ア 納入物品の参考製品は、別表の参考製品欄に記載のとおりとする。  

  イ 別表の参考製品欄に記載のない製品による応札を希望する場合は、別

表の基本仕様書欄に記載の条件を全て満たし、同等以上の品質及び性能

を有することを証明する資料（カタログ、製品詳細図面等）を発注者が指

定する期日までに提出し、発注者及び工事監理担当者の承認を受けるこ

と。  

  ウ 下記⑵に掲げる費用は、全て本体製品の価格に含むこと。  

  エ 本施設は、令和８年２月末に竣工し、同年３月にプレイベントを実施

し、及び同年４月から供用を開始する予定であり、納入物品の搬入につい

ては、同年１月下旬から可能となる見込みであることから、発注者及び受

注者において納品の期日等について協議すること。また、本施設の概要

は、参考資料のとおりである。  

  オ 受注者は、建築された施設の仕上材等と色、仕様等の整合性を確認する

ため、物品の注文前に市担当者及び工事監理担当者の合意を得ること。こ

の場合において、物品の調達費用等に変更が生ずる場合は、契約変更の対

象とする。  

 ⑵ 本仕様の業務に係る経費  

  次に掲げる経費は、全て本契約に係る金額に含めること。  

  ア 本仕様書（別表を含む。）の内容を満たすため、本体製品の他に別の製

品等が必要な場合における調達に係る費用の全て  

  イ 設置場所までの搬送に要する費用  

  ウ 組立品の場合は、組立てに要する費用  

  エ 設置のために別途工事等が必要な場合における当該工事費用  

  オ 既設品の引取り処分に係る費用  

  カ 搬入及び設置に伴い発生した廃材並びに不用品等の撤去及び処分に係

る費用  

  キ その他、搬入及び撤去等に係る一切の費用  

９ その他  

 ⑴ 受注者は、落札決定通知を受けた後速やかに、納入物品の単価及び前記８

の⑵の経費に係る内訳明細を発注者に書面で提出すること。  

 ⑵ 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義を生じた事項につ

いては、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。 

 ⑶ 受注者は、４の納入期限にかかわらず、可能な限り早く納入すること。ま

た、搬入に当たっては、工事の進捗状況を踏まえ、事前に建築工事担当者及

び工事監理担当者の合意を得ること。  

 ⑷ 搬入等については、複数日に分割して行うことを可とする。ただし、建築

工事に支障が生じないようにすること。  


